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江別市まち・ひと・しごと創生有識者会議の在り方について 
（座長案） 

 

１ 前回までの流れ 

去る１月１７日に開催された当会議において、今後、委員に市

民公募枠を設けるほか、会議の規模や委員任期など、今後の在り

方について協議することが確認された。 

 

２ 当市の状況 

なお、現状の当会議は、 

 ① 委員定数：１２人 

 ② 任  期：３年 

 ③ 市民公募：なし 

 である。 

 

３ 他市の比較 

石狩管内市、近隣市及び同規模自治体、計７自治体の状況を調

査したところ、 

 ① 委員定数：８人から１７人まで 

 ② 任  期：１年間から３年間（規定がない自治体あり） 

 ③ 市民公募：５自治体が実施 

 であった。 

 

４ 江別市における市民参加の規定 

江別市市民参加条例（平成２７年条例第２８号）では、附属機

関等の委員の選任について、以下のとおりとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○江別市市民参加条例（平成２７年条例第２８号）（抄） 
 
（附属機関等の委員の選任） 

第７条 市長等は、附属機関等の委員を選任するときは、公募等により選考された
市民を含めるものとする。ただし、法令の規定により委員の構成が定められてい
るときその他公募の委員を選任しないことについてやむを得ない事由があるとき
は、この限りでない。 

２ 前項の委員の選任は、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の附属
機関等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努め
るものとする。 

３ 市長等は、附属機関等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、選任の区分
及び任期を公表するものとする。 
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  この規定に加えて、国の通知では、「幅広い層の住民をはじめ、

多様な主体の参画を得るなど、地域の特性に応じた検討プロセス

を経ることが重要」とされており、現状では、同条例に規定され

る、公募委員を選任しない特別な理由には該当しない状態である

と考える。 

 

５ 市民公募による委員の選任について 

  以上のことから、次期から市民公募による委員を選任する必要

があるものと考える。 

 

６ 今後の検討事項 

  当会議において市民公募を行うこととなった場合には、以下の

検討・見直し事項があるものと考える。 

 （１）会議体の名称 

 （２）会議体の規模 

 （３）委員の構成 

 （４）任期 

 

７ 今後の協議の流れについて 

  当会議において、市民公募を行うことが確認された場合には、

現任期中に、６の（１）から（４）までの協議を行い、一定の結

論を出し、次期の会議につなげることとしたい。 

 

 



参考：令和３年度第２回江別市まち・ひと・しごと創生有識会議資料










